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古
賀
茂
明
氏
へ
の
退
職
勧
奨
に
関
す
る
質
問
主
意
書

古
賀
茂
明
氏
へ
の
退
職
勧
奨
に
関
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

経
済
産
業
省
で
は
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
、
職
員
に
対
す
る
退
職
勧
奨
を
行
っ
て
い
る
か
。

二

退
職
勧
奨
の
理
由

（
一
）

一
の
場
合
、
退
職
勧
奨
の
理
由
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

・
「
不
適
切
な
言
動
に
対
す
る
懲
罰
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
」

・
「
政
府
内
で
使
い
道
が
な
く
、
不
要
な
人
材
だ
か
ら
」

と
い
う
以
外
の
理
由
で
、
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
例
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
。
す
べ
て
回
答
さ
れ
た
い
。

（
二
）

も
し
（
一
）
の
理
由
と
し
て
「
組
織
の
新
陳
代
謝
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
意

味
か
。
「
高
齢
職
員
の
数
を
減
ら
す
観
点
で
、
高
齢
職
員
の
う
ち
必
要
性
の
低
い
人
材
に
退
職
を
勧
奨
す
る
」
と
い

う
こ
と
か
。

こ
の
場
合
、
「
高
齢
職
員
で
あ
っ
て
も
、
斬
新
な
発
想
を
持
ち
、
柔
軟
な
政
策
立
案
を
で
き
る
者
」
は
、
「
組
織

の
新
陳
代
謝
」
の
た
め
に
削
減
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
か
。

一



三

幹
部
人
事
凍
結
と
退
職
勧
奨

（
一
）

枝
野
官
房
長
官
が
「
今
年
の
幹
部
人
事
凍
結
（
局
長
級
以
上
）
」
を
表
明
し
て
い
る
が
、
経
済
産
業
省
で
は
、
幹

部
人
事
は
凍
結
す
る
の
か
。

（
二
）

も
し
幹
部
人
事
を
凍
結
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
幹
部
ク
ラ
ス
（
次
官
・
局
長
級
、
部
長
級
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
官
房

付
き
）
に
つ
い
て
、
「
組
織
の
新
陳
代
謝
」
の
必
要
性
は
な
い
の
で
な
い
か
。
も
し
震
災
以
降
に
、
幹
部
ク
ラ
ス
へ

の
退
職
勧
奨
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
か
。

（
三
）

も
し
震
災
以
降
、
幹
部
ク
ラ
ス
へ
の
退
職
勧
奨
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
局
長
級
の
人
事
は
凍
結
し
、
一
方

で
、
現
時
点
で
局
長
級
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
お
ら
ず
本
来
な
ら
ば
局
長
級
ポ
ス
ト
の
候
補
者
で
あ
る
職
員
に
退
職
勧
奨

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
事
が
合
理
的
と
考
え
る
理
由
は
何
か
。

（
四
）

松
永
次
官
は
、
保
安
院
の
院
長
・
次
長
当
時
、
原
子
力
発
電
所
の
耐
震
基
準
に
関
与
し
て
い
た
か
。
も
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、
今
回
、
津
波
に
関
す
る
基
準
の
不
備
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
責
任
を
と
る
の

か
。
松
永
次
官
の
人
事
を
凍
結
し
て
い
る
こ
と
は
、
適
切
と
考
え
る
か
。

（
五
）

責
任
を
と
る
べ
き
者
が
責
任
を
と
ら
ず
、
本
来
な
ら
ば
局
長
級
ポ
ス
ト
の
候
補
者
で
あ
る
職
員
に
退
職
勧
奨
が
行

二



わ
れ
て
い
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
事
象
が
起
き
な
い
た
め
、
大
臣
は
ど
の
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
か
。

四

退
職
勧
奨
の
実
施
者

（
一
）

退
職
勧
奨
は
、
大
臣
が
行
う
の
か
、
事
務
次
官
が
行
う
の
か
、
そ
の
他
の
者
が
行
う
の
か
。
も
し
ケ
ー
ス
に
よ
る

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
分
担
し
て
い
る
の
か
。

（
二
）

上
記
二
の
「
退
職
勧
奨
の
理
由
」
が
あ
る
か
否
か
は
、
誰
が
判
断
し
て
い
る
か
。

（
三
）

「
退
職
勧
奨
の
理
由
」
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
っ
て
行
っ
て
い
る
か
。
理
由
の
種
類

ご
と
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
四
）

法
律
上
の
人
事
権
者
で
あ
る
大
臣
が
、
「
退
職
勧
奨
の
理
由
」
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
責
任
者
と
考
え
て
よ

い
か
。

（
五
）

大
臣
が
、
自
ら
理
由
の
有
無
を
判
断
せ
ず
、
次
官
な
ど
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
に
と
ど
め
て
い
る
例
は
あ
る
か
。

あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。

五

退
職
勧
奨
の
受
諾
・
拒
絶

（
一
）

退
職
勧
奨
を
行
っ
た
と
き
、
受
諾
す
る
か
、
拒
絶
す
る
か
は
、
本
人
の
自
由
か
。

三



（
二
）

過
去
一
年
間
に
経
済
産
業
省
で
行
っ
た
退
職
勧
奨
で
、
受
諾
さ
れ
た
件
数
、
拒
絶
さ
れ
た
件
数
は
そ
れ
ぞ
れ
何
件

か
。

（
三
）

受
諾
を
強
要
す
る
よ
う
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
い
な
い
か
。

六

退
職
勧
奨
の
廃
止

（
一
）

民
主
党
は
、
政
策
集
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
�
�
�
�
で
「
早
期
退
職
勧
奨
の
廃
止
」
を
唱
え
て
い
た
。
ま
た
、
六
月
二
十

八
日
の
会
見
で
海
江
田
大
臣
は
、
「
早
期
退
職
勧
奨
は
将
来
的
に
は
な
く
し
て
い
く
」
と
発
言
し
た
。
現
時
点
で
、

退
職
勧
奨
を
廃
止
で
き
な
い
理
由
は
何
か
。

（
二
）

早
期
退
職
勧
奨
を
い
つ
ま
で
に
廃
止
す
る
か
。

七

古
賀
茂
明
氏

（
一
）

海
江
田
大
臣
は
着
任
以
来
、
古
賀
茂
明
氏
と
、
何
回
面
談
し
た
か
。

（
二
）

海
江
田
大
臣
は
、
古
賀
氏
を
政
府
内
で
活
用
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

（
三
）

前
任
の
大
臣
は
、
古
賀
氏
に
関
し
て
、
「
耳
に
痛
い
こ
と
を
い
う
人
を
活
用
し
た
い
」
と
発
言
し
て
い
た
。
海
江

田
大
臣
は
、
ど
の
よ
う
な
引
き
継
ぎ
を
う
け
た
か
。

四



（
四
）

古
賀
氏
に
対
し
て
、
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

（
五
）

古
賀
氏
へ
の
退
職
勧
奨
は
誰
が
行
っ
た
の
か
。

（
六
）

古
賀
氏
へ
の
退
職
勧
奨
に
関
し
て
、
官
邸
か
ら
要
請
ま
た
は
指
示
は
あ
っ
た
か
。

（
七
）

古
賀
氏
へ
の
退
職
勧
奨
に
関
し
て
、
事
前
に
官
邸
に
報
告
し
た
か
。

（
八
）

古
賀
氏
へ
の
退
職
勧
奨
の
理
由
は
何
か
。
誰
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
っ
て
判
断
し
た
か
。

（
九
）

退
職
勧
奨
を
受
諾
す
る
か
否
か
は
、
古
賀
氏
の
自
由
か
。

右
質
問
す
る
。

五


